令和8年度介護報酬改定に伴う重要事項説明書 変更同意書
（利用料の改定）
令和8年度の介護報酬改定に伴い、介護職員等処遇改善加算について、加算率の引き上げおよび加算区分の新設などの拡充が行われることとなりました。これを受け、当事業所におきましては「介護職員等処遇改善加算（〇）←※ここを変更してください」を算定する運びとなり、利用料金が変更となるため、重要事項説明書の内容を以下のとおり変更いたします。
記

○提供するサービスの利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）について

　以下のとおり利用料金に変更がございます。（※各事業所の該当区分を記入してください。）
・旧：令和8年5月31日まで

	加算
	基本単位
	利用料
	利用者負担額
	算定回数等

	
	
	
	1割負担
	2割負担
	3割負担
	

	介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅳ）
	所定単位数の
〇〇/1000
	左記の単位数×地域区分
	左記の

1割
	左記の

2割
	左記の

3割
	・1月につき

・基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数（所定単位数）


・新：令和8年6月1日から

	加算
	基本単位
	利用料
	利用者負担額
	算定回数等

	
	
	
	1割負担
	2割負担
	3割負担
	

	介護職員等処遇改善加算（Ⅰイ）～（Ⅳ）
	所定単位数の
〇○/1000
	左記の単位数×地域区分
	左記の

1割
	左記の

2割
	左記の

3割
	・1月につき

・基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数（所定単位数）


※参考｜訪問介護の場合（6月1日～単位数）
加算Ⅰイ：所定単位数×270/1000

加算Ⅰロ：所定単位数×287/1000

加算Ⅱイ：所定単位数×249/1000

加算Ⅱロ：所定単位数×266/1000

加算Ⅲ：所定単位数×207/1000

加算Ⅳ：所定単位数×170/1000

※ 介護職員等処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。介護職員等処遇改善加算は、区分支給限度基準額の対象外となります。
上記、令和8年度介護報酬改定に伴う重要事項説明書の変更内容（介護職員等処遇改善加算の変更に伴う利用料の変更内容）について、利用者に説明を行いました。
	説明年月日
	年　　　月　　　日


	所在地
	

	法人名
	

	代表者名
	

	事業所名
	

	説明者氏名
	


私は、本同意書に記載の令和8年度介護報酬改定に伴う重要事項説明書の変更内容（介護職員等処遇改善加算の変更に伴う利用料の変更内容）について説明を受け、同意し、本同意書の交付を受けました。

	利用者
	住　所
	

	
	氏　名
	


	代理人
	住　所
	

	
	氏　名
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